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（午後４時３０分  開会） 

○事務局（八木）  それでは、定刻となりましたので、ただいまから、平成２９年度第１

回東京都へき地医療対策協議会を開催いたします。  

 委員の皆様方には、大変お忙しい中、本協議会にご出席いただき、また新しく委員に

なられた方につきましては、委員の就任にご承諾いただきまして、誠にありがとうござ

います。  

 議事に入りますまでの間、進行を務めさせていただきます、救急災害医療課長の八木

でございます。  

 それでは、まず初めに委員のご紹介をさせていただきます。お手元の配付資料の委員

名簿をご覧ください。  

 まず初めに、№１２番でございますが、本協議会の会長の、東京都結核予防会理事長

の石館会長でございます。  

○石館会長 よろしくお願いいたします。  

○事務局（八木） 続きまして、その下、１３番になりますが、東京医師アカデミー顧問、

古賀副会長でございます。  

○古賀副会長  よろしくお願いいたします。  

○事務局（八木）  次に、前回、平成２９年２月の協議会開催後に人事異動等で変更とな

り、新たに委員に就任していただきました委員をご紹介させていただきます。  

 こちらは、№１０番になりますが、日本赤十字社東京都支部の市川委員でございます。  

○市川委員 日本赤十字社の市川と申します。よろしくお願いいたします。  

○事務局（八木）  自治医科大学の髙本委員でございます。  

○髙本委員 自治医科大学、髙本でございます。何とぞどうぞよろしくお願いいたします。  

○事務局（八木）  島しょ保健所の小林委員でございます。  

○小林委員 小林でございます。よろしくお願いします。  

○事務局（八木）  このほか、名簿順になりますが、本日ご出席いただいております委員

の皆様を順に紹介させていただきます。  

 小笠原診療所の佐々木委員でございます。  

○佐々木委員  小笠原の佐々木です。よろしくどうぞお願いします。  

○事務局（八木）  神津島村の土谷委員でございます。  

○土谷委員 神津島村の土谷です。よろしくお願いします。  

○事務局（八木）  町立八丈病院、村井委員でございます。  

○村井委員 村井でございます。よろしくお願いいたします。  

○事務局（八木）  檜原診療所、田原委員でございます。  

○田原委員 檜原診療所、田原です。よろしくお願いします。  

○事務局（八木）  東京医科大学病院、小田原委員でございます。  

○小田原委員  東京医科大学の小田原でございます。よろしくお願いします。  
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○事務局（八木）  順天堂大学医学部附属順天堂医院の天野委員は、所用のため、同医院

副院長の村上様に代理で出席いただいております。  

○村上委員 天野のかわりの村上でございます。よろしくお願いいたします。  

○事務局（八木）  地域医療振興協会、山田委員でございます。  

○山田委員 山田です。よろしくお願いします。  

○事務局（八木）  №１４の広瀬委員、１５の河村委員は所用のため、本日は八丈町の山

下町長に代理で出席いただいております。  

○山下委員 代理で出席させていただきました山下です。よろしくお願いします。  

○事務局（八木）  都立広尾病院、江川委員でございます。  

○江川委員 江川です。よろしくお願いいたします。  

○事務局（八木）  病院経営本部、矢田部委員は所用のため、同部の桑原計画調整担当課

長。  

○桑原委員 桑原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○事務局（八木）  同じく、久野医療人材担当課長に代理で出席いただいております。  

○久野委員 久野でございます。よろしくお願いいたします。  

○事務局（八木）  福祉保健局からは、医療改革推進担当部長の成田委員でございます。  

○成田委員 成田でございます。よろしくお願いいたします。  

○事務局（八木）  なお、本日№５番の日本医科大学の山下委員、№６番の東邦大学の森

田委員は所用のため欠席と、ご連絡をいただいております。  

 また、本日は、オブザーバーとしまして、東京都島嶼町村一部事務組合事務局長の佐

藤様にご出席をいただいております。  

○島嶼町村一部事務組合（佐藤氏） よろしくお願いいたします。  

○事務局（八木）  続きまして、事務局の幹部職員として、医療調整担当課長の田口でご

ざいます。  

○事務局（田口）  田口です。よろしくお願いします。  

○事務局（八木）  次に、配付資料の確認をお願いいたします。  

 お手元の資料に資料番号が振ってあるかと思いますが、資料は資料１と資料２、これ

はＡ４の横で、右肩に資料１、資料２と番号を振っております。そのほか、参考資料が

１から１２までございます。資料等の不足がございましたら、議事の途中で構いません

ので、挙手をお願いしたいと考えております。  

 また、本日の協議会の終了予定でございますが、午後６時を予定しております。  

 なお、本日の議題でございますが、平成３０年度に改定を予定しています、東京都保

健医療計画におけるへき地の取組みについてご協議をいただくことになっております。

この協議の内容につきましては、来月、別に行われます保健医療計画推進協議会の改定

部会に、この協議会の石館会長と古賀副会長にご出席いただき、へき地医療における東

京都保健医療計画について説明をしていただきたいと考えております。本日、皆様方の
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ご議論をよろしくお願いいたします。  

 それでは、これより議事に入らせていただきます。ここからの進行は会長、副会長に

お願いしたいと考えております。よろしくお願いいたします。  

○石館会長 石館でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、議事に入ります前に、本日の会議の取り扱いについてご説明いたします。  

 本日の会議は、協議会設置要綱第９によりまして、原則として公開となっております。

また、会議資料、委員名簿、そして本日の記事録全文を発言者名も含めて東京都のホー

ムページ上に公開させていただくことになります。要綱上、出席委員の発議によって、

出席委員の過半数で議決したときは、公開しないことができるというふうにありますの

で、お諮りをいたします。  

 今、申し上げたような公開のやり方で取扱うとさせていただくことでよろしいでしょ

うか。  

（異議なし）  

○石館会長 ありがとうございます。それでは、異議なしということで、公開の取扱いと

させていただきます。  

 これからの議事でございますが、昨年度に引き続き、恐縮ですがこれからの進行は古

賀副会長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。  

○古賀副会長  会長の指示でございますので、よろしいでしょうか。  

 それでは、これからの進行役、私、副会長の古賀が務めさせていただきますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。  

 本日の議事ですが、二つほどあり、その他と、一番大事な東京都保健医療計画の改定

についてということでございます。細かく五つほど出ておりますが、まず最初に①の東

京都保健医療計画についてというところを、事務局から説明をお願いいたします。  

○事務局（八木）  それでは、資料１、表題、東京都保健医療計画の改定について、Ａ４

横の資料をごらんください。  

 右下のページ番号２番をお開きください。  こちらは、東京都保健医療計画について

でございます。  

 計画の性質、左肩でございますが、医療法に定める「医療計画」を含むものでありま

して、東京都の保健医療に関し、「基本的かつ総合的な計画」として策定をしております。  

 現在の計画期間でございますが、平成２９年度まで、本年度までの計画となってござ

います。  

 記載事項としましては、５事業５疾病に係る目標、医療連携体制等を記載しておりま

す。へき地医療につきましては、このうちの５事業に該当するものとして、保健医療計

画に記載をしているところでございます。  

 へき地の範囲でございますが、右側の地図の下の表をごらんください。こちらは、大

島、豊島、新島等々から成ります島しょの二次保健医療圏と、そこから五つ上に行って
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いただきまして、西多摩地区にあります檜原村、奥多摩町を対象としているところでご

ざいます。  

 参考資料３をご覧ください。Ａ４の縦の右肩に参考資料３、こちらが現在の計画、へ

き地医療の取組の抜粋版になっております。  

 開いていただきまして、左下に１２８ページとございますページの左上をご覧くださ

い。  

 へき地医療の取組としましては、まず、島しょ地域及び山間地域における医療の充実

を図るため、診療の支援や診療施設・設備等の診療基盤の整備の支援を行うこと。また、

二つ目の丸としまして、救急患者について、東京型ドクターヘリによる円滑な搬送を行

うこと。さらに三つ目の丸でございますけども、地域医療支援ドクターの派遣など医師

をはじめとする医療従事者の確保を支援していくと、こういった内容が大きく記載され

ているところでございます。  

 これらの具体的な取組みの内容としましては、１３３ページをごらんください。  

 後ほど、これらの取組状況の詳細な説明をいたしますけれども、概要だけご覧いただ

ければと思います。  

 （目標１）としまして、へき地町村の行う医療従事者確保を支援するということで、

本日ご出席いただいております大学病院等の事業協力病院からの医師の派遣に関するこ

と、二つ目の丸としまして、自治医科大学に対する運営経費の一部負担、また三つ目の

丸としまして、地域医療支援ドクター事業等によって医療体制の確保をするというよう

な、医療従事者の確保の支援に関することが目標１としてございます。  

 （目標２）としまして、これらの医師等の医療活動を支援するということを掲げてお

ります。  

 一つ目の丸、医師が研修や休暇で一時的に不在となる代診医の確保。二つ目の丸とし

まして、広尾病院さんにご協力いただいております画像電送システムにおける診療支援

等。  

 めくっていただきまして、１３４ページになります。  

 （目標３）としまして、医療の提供体制の整備ということで、施設・設備の整備に要

する経費の補助、また、二つ目の丸になりますけれども、専門医を確保するための調整

やその経費の補助、こういったものを現在の保健医療計画では掲載しているところでご

ざいます。  

 また、Ａ４横の資料１に戻っていただきまして、１枚めくっていただきまして、右下

３ページをごらんください。  

 この保健医療計画を改定することになるのですけれども、改定の趣旨でございます。  

 右上になりますが、改定の趣旨を記載してございます。地域医療構想、こちらは、平

成２８年２月の本協議会において策定状況を報告しているところでございますけれども、

地域医療構想と一体化させていくということ。また、ここの段落の下から二つ目のポチ



－5－ 

になりますけれども、高度急性期から在宅までの一体的な医療体制の整備をしているこ

と。また、最後のポチになりますが、５事業に係る指標の見直し等による政策循環の仕

組みを強化していく。というようなことを改定の趣旨として挙げております。  

 スケジュールになりますが、その下をごらんください。  

 ちょうど真ん中になりますけれども、太い四角で囲ってあります各疾病・事業の協議

会等、こちらは５月末から色塗りがしてあります「課題、骨子案、指標等の検討」、ここ

が本日の協議会の協議の場となっております。ここで協議いただいた内容は、先ほどお

話をしましたその上の段になりますけれども、保健医療計画の改定部会のほうに報告を

しまして、そこで他の事業等と整合性をとりながら、骨子案、素案を検討していくこと

となります。  

 その検討の結果につきましては、本協議会の２月ごろに、またご報告をさせていただ

きたいと考えております。  

 この保健医療計画の改定に当たりましては、このスケジュールの一番下になりますけ

れども、国の動きというところがございます。  

 平成２８年３月に策定指針が出されておりまして、この中で、へき地医療体制の目指

すべき方向性としては大きく二つ、医療を確保する体制としまして、医療従事者の継続

的な支援、キャリア形成支援、二つ目としまして、診療を支援する体制、へき地医療支

援機構の役割強化、また医療拠点病院の機能強化、ＩＣＴの活用等、こういったものを

記載していくことと、国の指針ではされております。  

 もう１枚めくっていただきまして、４ページになります。  

 こちらは改定の趣旨でお話をしました地域医療構想と一体化させるイメージを示した

ものでございます。左側が東京都の地域医療構想として点線で囲ってございますが、２

０２５年を見据えた計画となっておりまして、この中で、１章では、病床数の必要数や

居宅等における医療の必要量を記載することとしてございます。  

 ２章で、こちらが特に保健医療計画の改定にかかわる部分でございますけれども、病

床の機能の分化、連携の推進に関する大きな取組の方向性を示すものとして、四つの基

本目標を掲げております。  

 一つ目が、高度医療・先進的な医療提供体制の将来にわたる進展、二つ目が、東京の

特性を生かした切れ目のない医療連携システムの構築、三つ目が、地域医療構想におけ

る治し、支える医療の充実、四つ目が、安心して暮らせる東京を築く人材の確保・育成

となっております。  

 保健医療計画におきましては、この四つの基本目標を達成することとしまして、右側

でございますけれども、５事業・５疾病につきまして、それぞれの事業ごとの協議会、

また保健医療計画の推進協議会にて検討をしていくこととなってございます。  

 １枚めくっていただきまして、私からの説明はこのページが最後になりますけれども、

５ページになります。  
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 本日の議事の流れと重なる部分ではございますけれども、まずは、一つ目の丸、先ほ

ど見ていただきました第五次改定の保健医療計画の「現状と課題」を整理し、このこと

を踏まえた上で「今後の方向性」について検討を行うという視点。  

 二つ目としまして、現在の計画では明確に記載がございませんけれども、東京都の地

域医療構想で掲げた四つの基本目標を達成するための「課題」を整理し、これに対応す

る「今後の方向性」を検討していきたいと考えております。  

 三つ目としましては、それらを達成するための施策目標の設定。  

 さらに、それらを取りまとめた上で、目指すべき将来像、こちらについてご検討をい

ただきたいと考えております。  

 私からの説明は以上になります。  

○古賀副会長  ありがとうございました。現在動いている東京都の保健医療計画、それか

ら、来年度それが改定されるということでその要旨、今後の予定、それから地域医療構

想との関係、そして今日これから、来年改正される医療計画策定を議論していく、そう

いったような説明がございました。  

 既に前回も一部お話をしたところでございますけれども、これにつきまして、今の説

明内容、ご意見あるいはご質問、わからないところ、何かございますでしょうか。  

 この部分は、特に今までのことと、これから今日話すことということでよろしいでし

ょうか。  

 会長から何か特にございませんか。  

○石館会長 ここは特にありません。  

○古賀副会長  大丈夫ですか。  

 それでは、今の説明に加えて、今後の議論の中心になってくると思いますが、議事の

（１）の②東京都保健医療計画（第五次改定）の検証、そして③新たな課題の掘り起こ

し、④施策目標の設定、そして⑤目指すべき将来像の提示というところで、これをまと

めて、関連しますので報告をお願いいたします。  

○事務局（谷本）  医療振興担当の谷本と申します。着座にて説明させていただきます。  

 それでは、資料１の６ページをご覧ください。  

 ２、東京都保健医療計画（第五次改改定）の検証で、第五次改定計画の各施策目標に

おける「現状と課題」及び「今後の方向性」についてご説明させていただきます。  

 へき地医療における現在の東京都保健医療計画の施策目標の一つ目、医療従事者の確

保の支援についてでございます。  

 現状（これまでの取組）につきましては、中央の四角い枠の左側をご覧ください。  

 へき地町村の公立医療機関全医師数に占める固有医師の割合が、島しょでは２９人中

６人、檜原村・奥多摩町の山間部については、６人中４人という状況の中、東京都とし

ては、自治医大卒業医師を１１人、へき地勤務医師等確保事業による協力病院からの医

師派遣で１４人確保し、派遣してきております。  
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 また、看護師の離職率につきましては、全都に比べ、島しょは１８．６％と４％高く

なっておりまして、無料職業紹介事業のほか、島しょ看護職員定着促進事業、島しょ地

域医療従事者確保事業により支援をしてきております。  

 このほか、その他のコメディカルにつきましても、無料職業紹介事業により確保を支

援してきました。  

 しかし、枠の右側の部分になりますが、へき地に勤務する医師及び医療従事者の確保

は、依然として困難で、さらに自治医大の東京都入学枠が減少するなど、東京都として

も確保が困難になってきております。  

 そして、今後の方向性としては、矢印の下側をご覧いただければ思うのですが、へき

地勤務医療従事者が安定的に確保できるよう支援し、多様な方法により医師を確保して

いくほか、島しょ町村における医療従事者確保策を支援していきたいと考えております。 

 続いて、７ページをお開きください。  

 二つ目の施策目標の、医師等の医療活動支援についてです。  

 現状としては、特に、大島、八丈島、奥多摩を除くへき地医療機関では、医師はもち

ろんのこと看護師、その他コメディカルにつきましても、少ない職場となっております。  

 また、医師の診療を支援をするために、ＣＴやＭＲＩなどの医療機器を設置するほか、

都立広尾病院と画像電送システムを結んでおります。  

 このほか、代診医を派遣するほか、島しょ救急患者をヘリで転院搬送したり、専門診

療の支援をしたりということで、医師の診療を支援してきました。  

 しかし、課題といたしましては、専門的助言を受けることは困難であること、島しょ

地域で働く医療従事者は自己研さんや休暇取得が困難であること、島しょ地域内での高

度専門医療の受療が困難なこと、患者ニーズの専門化・多様化による専門診療が不足し

ている状態が続いており、引き続きへき地町村に勤務する医師への診療支援が必要と考

えております。  

 そして、今後の方向性ですが、へき地勤務医師の診療を支援していくため、画像電送

システムによる使用用途を拡充するほか、代替医師の確保、救急搬送業務の強化、専門

医療を受ける機会の拡充を推進していきたいと考えております。  

 続いて、８ページをご覧ください。  

 Ⅲ、医療提供体制整備についてでございます。  

 これまでの取り組みといたしましては、医療機器や設備の整備費補助を行ってきてお

ります。  

 課題としましては、へき地町村は、東京都本土と比べましても財政面が弱いというこ

とがございます。  

 今後の方向性としては、引き続きへき地町村が行う医療提供体制整備を支援するため、

へき地町村が行う医療機器、医療施設等の整備に要する経費を補助していこうと考えて

おります。  
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 次に、９ページ。新たな課題の掘り起こしについてでございます。  

 まず、参考資料１をご覧いただければと思います。Ａ４横のホチキスを左どめでして

あるものでございます。  

 退院支援についてというものになっております。こちらは、先月、退院支援について、

島しょ町村役場の担当者にお聞きしたアンケート結果でございます。  

 まず、退院支援の設問１ですが、（１）島しょ患者が本土医療機関に入院し、退院して

帰島する際にどのようなことが問題となったかということをお聞きしました。下の表を

ご覧いただければと思います。  

 表頭には、①から⑤までの回答項目を、表側にはアルファベットになっておりますが、

回答いただいた町村を記載しております。この設問で、最も多く回答いただいたのが、

②の退院前の情報提供と④の島側担当者への事前調整でした。いずれも６７％の回答率

となっております。  

 事前に連絡をもらうと受入れの調整ができ、円滑な受入れ体制が整えられるという意

見がありました。また、連絡の内容でも、ＡＤＬや投薬が変わったことを事前に連絡し

てほしいというご意見をいただきました。  

 また、⑤のその他のＩの欄ですけれども、こちらのほうでは、船便を考慮して多目に

薬を出してほしいというような回答をいただいております。島しょならではの事情を理

解してほしいというご意見かなというふうに感じております。  

 次に、（２）これまでに問題が生じた本土からの退院について、事例を教えてください

というものでございます。  

 まず、Ａ町村につきましては、島でリハ入院できるだろうということで、実際にでき

るかどうかを事前に確認せずに帰島してしまった患者さんがいた事例があったというこ

とでございます。  

 次に、Ｂ町村では、病院から事前連絡がなく、家族から帰島する旨の連絡が入ったけ

れども、受入側の家族と受入調整がつかず、かつ患者の状態もわからないままだったの

で、結果、看護師同士で連絡し、キーパーソンが本土の別の医療機関に転院させたケー

スがあったということでございます。  

 次に、Ｃ町村では、独居で社会的サポートが必要な方が、連絡なく帰島し、結果、内

服薬が途切れてからの受診や状態が悪化したことにより気づいたというような事例があ

ったということでございます。  

 そして、Ｉ町村では、医療者が退院の旨を知らず、船から下船される姿を見たとき初

めて知り、患者自身が受診するまで、現在のＡＤＬや問題を把握することができなかっ

たケースがあった。また、広尾病院で長期入院し、介護保険申請したのですが、介護生

活支援に関する連絡が事前に診療所にあれば、対応がよりスムーズになったのではない

かというような事例があったというようなことをいただいております。  

 いずれの事例でも、事前連絡、調整が不十分ということが問題となったのではないか
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と思うケースでございます。  

 続いて、参考資料１の２ページ目をごらんください。  

 （３）退院支援に当たり、医療拠点病院である都立広尾病院への要望はありますかと

いう設問についてですが、最も回答が多かったのが、①の介護・看護が必要な場合の事

前連絡、続いて③島しょの医療・介護レベルに応じた入院期間ということでございます。  

 次のページをおめくりください。３ページ目をごらんください。  

 在宅医療についてでございます。  

 こちらは、へき地町村全てにお聞きしたアンケート結果でございます。  

 （１）の設問といたしましては、在宅医療が必要な方のためにどのような施策や取組

を行っているかをお聞きしております。訪問診療や訪問看護のほか、多職種でのミーテ

ィングなどを挙げていただいております。  

 次に、（２）在宅医療を行うための課題についてお聞きしたところ、この回答では、①

独居に関すること、②認知症の方に関すること、③家族の問題、④医療スタッフの問題、

⑤介護スタッフ・サービスの問題と、いずれも比較的満遍なくご回答をいただいており

ます。また、このほかの回答として、資源不足についてもご意見をいただいております。  

 続いて、４ページ目をごらんください。  

 （３）在宅での看取りを行っていますかということについてお聞きしました。  

 ①の、行っているが７３％、②以前は行っていた、③行っていないがいずれも９％と

いうような回答結果になっております。  

 次に、資料１のほうをもう一度お戻りいただけますでしょうか。９ページをご覧くだ

さい。  

 ３、新たな課題の掘り起こし、Ⅳ保健医療福祉の連携の推進、本土医療機関からの円

滑な退院（帰島）支援についてでございます。  

 現状を踏まえた新たな課題について、丸の一つ目ですが、へき地医療拠点病院である

都立広尾病院に入院した脳神経外科の島しょ患者の転院と退院の割合は、転院が約４

２％、退院が約５８％となっております。  

 また、丸の二つ目ですが、先ほどのアンケート結果にもございますように、島しょに

おける医療・福祉の体制に関する情報が、本土の入院先医療機関に届いていないため、

自宅で受入れる体制が不十分なまま退院（帰島）してしまうことがあるほか、その下の

丸の、本土に入院している医療機関と島しょにおける医療・介護従事者との情報共有が

不十分であること、一番下の丸の、島しょでは医療・介護資源が少なく、より専門的・

具体的な対応・情報を入手することが難しいということが、課題と考えております。  

 今後の方向性といたしましては、島しょ患者の本土医療機関からの円滑な移行としま

して、本土医療機関からの島しょへの退院（帰島）支援を検討していきたいと考えてお

ります。  

 次に１０ページをお開きください。  
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 Ⅴ、災害時における医療提供体制についてでございます。中央の四角い枠の中の左下

に小さな表を記載しておりますが、先月、へき地町村に災害時における医療提供体制の

課題についてお聞きしました。  

 最も回答が多かったのが、①の備蓄品で、続いて②の建物の耐震化でした。  

 この真ん中の枠の丸の一つ目ですけれども、地理的・地形的にもへき地町村は自然災

害の影響を受けやすいので、現在のへき地町村では、災害時に備え備蓄品の整備をする

場合には、町村の負担が大きくなることが考えられます。  

 そこで、今後の方向性としては、災害医療対策の強化のための検討をしていこうと考

えております。  

 次に、１１ページをお開きください。  

 ４、施策目標の設定ですが、丸の一つ目にございますように、「医療従事者確保の支援」

「医師等の医療活動の支援」「医療提供体制の整備」につきましては、現在の課題に対応

するために、引き続き施策目標としてまいります。  

 また、本土医療機関に入院した島しょ患者への退院支援を充実するために、「保健医療

福祉の連携の推進」を新たな目標に、また、災害発生時に、限られた医療資源を最大限

に活用することができるよう「災害時における医療提供体制整備の支援」を新たに加え、

五つの目標としていこうと考えております。  

 次に、１２ページをお開きください。  

 ５、目指すべき将来像の提示ですが、それぞれの施策目標ごとに考えております。  

 まず、一つ目の目標、医療従事者確保の支援ですが、目指すべき将来像としましては、

へき地に勤務する医師及びその他の医療従事者が、多様な方法により必要数確保されて

いること。  

 二つ目の目標の医師の診療支援では、へき地勤務医師の診療活動が、本土医療機関と

連携し、支援されていること。また、医師・医療従事者のレベルアップ等の機会が十分

に設けられていること。総合医と連携し、患者のニーズに即した専門診療が実施されて

いることと考えております。  

 次に、三つ目の医療提供体制整備の支援についてですが、診療に必要な設備及び施設

が整備されていることと考えております。  

 次に、保健医療福祉の連携の推進では、島しょ患者が本土医療機関から島しょ医療機

関へ円滑に移行できていることを。  

 最後の目標、災害時における医療提供体制整備の支援では、災害時におけるへき地町

村独自の災害医療の対応力が高まっていることと考えております。  

 次に、資料２、へき地医療の取組概要をご覧いただければ思います。  

 こちらは、今後新たな東京都保健医療計画を改定する骨子案となっております。  

 目標が１から５、それからこれら目標に対する取り組み内容、そして想定される指標

を記載しております。  
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 （目標１）へき地勤務医療従事者確保の支援では、自治医科大学卒業医師の派遣や、

既存の事業協力病院による医師の派遣のほか、新たな協力病院の確保、島しょ町村にお

ける医療従事者確保策の支援についてを記載しております。  

 この目標では、右側の点線の枠内に想定される指標というものを設けることを検討し

ておりまして、へき地町村が必要とする医師充足率につきましては１００％に、医師確

保事業協力病院数については、１１病院ふやすことを検討しております。  

 次に、（目標２）へき地勤務医師の診療支援では、画像電送システムの充実、代替医師

の確保、島しょ町村からの救急搬送業務の強化、専門医療の確保・充実について記載し、

想定される指標といたしましては、画像電送システムの量と充実、専門診療日数の増の

二つを考えております。  

 資料２の２ページ目をご覧ください。  

 （目標３）医療提供体制整備の支援では、町村が行う診療所に必要な設備、施設の支

援について記載していこうと考えております。  

 次に、（目標４）保健医療福祉の連携の推進についてですが、本土医療機関からの円滑

な退院支援ということで、その内容といたしましては、ＷＥＢ会議を活用した多職種連

携を推進する取組について、また、都立広尾病院を中心として、島しょの医療ニーズに

応じた医療提供体制を検討するということについて記載していこうと考えております。  

 最後に、（目標５）災害時における島しょ町村の医療提供体制整備の支援についてです

が、島しょ町村の救急医療対応能力を高めるため、必要な支援の検討について記載して

いくことを考えております。  

 最終的な文面はこれから作成することになりますが、このような方向で改定してまい

りたいと考えております。  

 なお、想定される指標につきましては、国の指標がまだ示されていないため、この場

でお決めいただくのではなく、今後出される国の指標、改定部会での意見、またほかの

施策等との関連を考慮しながら、会長、副会長と相談させていただいて決めさせていた

だき、年度末に行う本協議会にて報告させていただこうと考えております。  

 説明は以上です。  

○古賀副会長  ありがとうございました。  

 長い説明になってしまいましたが、現在東京都の保健医療計画というものが動いてい

ると、それに基づいて目標を三つ挙げて、計画に基づいてさまざまな取り組みをしてき

て、順調に進んでいるが、さらに医療提供体制充実をしていかないといけないという課

題が出てきております。  

 さらに、医療、社会情勢、高齢化社会、こういったようなことに向けて保健医療福祉

の連携の推進についても、今後進めていかないといけない。さらには、長いこと懸念さ

れている災害対策ですが、まとまって、なかなかきっちりした対策が出ていないという

ようなところで、災害時の医療提供体制の整備、この支援もしていかなくてはいけない
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という、二つの目標を追加して、それぞれ将来像について提示をしていくという形で、

医療計画を立てていこうということでございます。  

 それぞれについて、町村、それから関係諸機関、ご意見をいただくこうと思いますが、

まず最初に、今現在でも計画として動いている三つの目標、一つは医療従事者確保の支

援、そして医師の診療支援、それから医療提供体制整備の支援、この三つにつきまして、

現状検証がされております。課題も出ました。今後の方向性も今説明がありました。  

 そういった中で、いろいろご意見を、まずこの三つについていただきたいと思います

が、どなたか発言をお願いできればと思うのですが。  

 島しょの医療人材不足、これはなかなか解決されないところ、東京都としてはかなり

いろんな対策を練って支援をしているというようなところでなっていると思います。新

専門医制度というものが始まって、キャリアの問題とか、どうやってへき地医療の格差

をなくして医療を提供していくというようなことも問題になって、そういったようなこ

とも参考に、今まで取り組んできたこと以上にいろんなことをやっていかないといけな

いと思うのですが、いかがでしょうか。  

 協力医療機関の先生方、医師の派遣、医療支援等で、順番にご意見をいただいてよろ

しいでしょうか。  

 東京医科大の小田原先生、いかがでしょうか。  

○小田原委員  継続的に医師派遣をさせていただいているのですけれども、一番大きな問

題は、この専門医制度がどうなるかということでして、今私どもを含めて大学病院やそ

の他の施設で非常に問題になっておりまして、この専門医制度が、最終的にまだ本当に

決まっているわけではありません。専門医一人当たりの指導人数というのが限られてい

るということと、専門医がいる施設でないと十分キャリアとしてカウントできないとい

うようなことが提案されていますので、専門医制度の結論によっては、へき地への派遣

等がより難しくなる可能性があるということで、そちらを目配りしていただきながら、

将来構想をちょっと練っていただきたいと思います。  

○古賀副会長  ありがとうございます。  

 順天堂の村上委員、代理出席で申しわけありませんが、いかがでしょうか。  

○村上委員 病院全体で派遣させていただいて、非常に我々も、ある意味、へき地医療の

体験ができるということで意義を感じております。  

 最近は、特別な診療科として、例えば我々眼科なんかは派遣させていただいているん

ですけれども、いわゆるスクリーニング的な意味合いなのか、治療の継続を数カ月に１

回していくのかという、その振り分けが曖昧になってきているので、今後それをどうい

うふうに考えていくかというところを整備していったほうがいいかなというのが、一つ

印象でございます。  

○古賀副会長  ありがとうございました。いわゆる健診のためだけなのか、あるいは本当

に内地で治療していた継続を島でも続けていくのか、その辺を区別するといいますか、
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しっかりわきまえてやっていかないといけないというご意見だと思います。よろしいで

しょうか。  

 では、山田委員、医療振興のほうからお願いします。  

○山田委員 私、たまたま専門医機構の総合診療に関する検討会の委員もやっているんで

すけれども、まだまだ非常に決まっていなくて、来年度実施がまだ危ぶまれているとこ

ろなのですが、総合診療の研修に関しては、実は喜ばしい整備基準の一つがあって、へ

き地や離島の研修を１年間推奨するというような文言が入る予定になっているのですね。 

 それともう一つは、へき地や離島においては指導医が必ずしもいなくても、ＷＥＢ会

議だとか、そういったことで確保することができる。どこまでが限界かわからないんで

すけれども、そういった文言。  

 それからもう一つは、プログラムを決める上で、そういった意味で専門医の数が、一

プログラムで２名と上限が限られているのですけれども、そういったへき地や離島をカ

バーをするというようなことであると、その定員枠をふやすことができるというような

ことが、どうも入りそうだということなんですね。  

 ですから、総合診療に関するプログラムに関しては、へき地や離島の派遣というか、

そういったことを入れないと、むしろ審査されにくいというか、プログラムが認可され

にくい状況になりつつあるので、そういった意味で、何とかいろんな病院で総合診療に

関するプログラムができると、そこに抱き合わせで離島及び山間へき地、この会で検討

しているような地域がうまく入るといいんじゃないかなというふうに思っています。  

 私どもの地域医療振興協会では、一応今のところそういったことで総合医のプログラ

ムを、今申請をこれから出すところなんですけれども、たまたま今まで神津島のほうは

３カ月の派遣をつくっているんですけども、そういったプログラムの中でそれも申請を

していこうと思っているところです。  

 以上です。  

○古賀副会長  ありがとうございました。  

 日赤の市川委員、何か関連してご意見ございますか。  

○市川委員 日本赤十字社としましては、今年度は５地区、１２回に分けて専門医の派遣

を予定しております。昨今の医療環境で一部専門医については、退職に伴う事象が都内

の病院である程度起きております。しかし、当該事業については引き続き貢献していき

たいと思っております。一部の病院に負担がかかるという実績では、通常の患者の調整

がなかなか難しいというところはありますが、この意義を持続的にできるように、微弱

ながら調整を今後も引き続きさせていただきたいと思っております。  

○古賀副会長  ありがとうございます。  

 自治の髙本委員は、勤務医師、島しょに派遣されている医師の勤務条件とか、そうい

ったような苦情といいますかご意見とか、そういったものも含めて、何かご意見があれ

ばと思いますが、よろしくお願いします。  
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○髙本委員 東京都におかれては、自治大卒業医師に対して、さまざまな資質の向上の機

会を確保されるなど、全面的に支援していただいていると承知しておりますし、感謝し

ているところでございます。  

 全国的に問題になっているのは、先ほどの新専門医制度にございました導入の影響は

どうなのかということについては、さまざまな情報収集をしながら、できる限りタイム

リーな情報を、都道府県を通じ、あるいは直接メールマガジンなどを通じまして、卒業

医に提供しているところでございます。 

 もう一つ、医学部の定員のことにつきましては、現在国のほうで医師の需給に関する

検討会というのが開催されて、鋭意検討が進められているというふうに承知しておりま

す。本学は、現在１２３名の定員をいただいておりますけれども、当面来年度はこの定

員を確保すべく文科省等の関係部署と調整しておりますが、検討の成り行きによりまし

ては、定員などの変化が起こり得ることはぜひご理解いただきたいと思います。  

 何より、４７都道府県から負託を受けて医師を育成しておりますので、もちろんスト

レートで卒業させ、国家試験にも１００％合格させるということが、一義的には目標に

なっておりますけれども、それ以上に最前線で総合医としての資質をもつ医師として即

戦力として活躍させていただけるように、引き続き養成には尽力してまいりたいと考え

ております。加えて、卒業後の支援につきましても、各都道府県ごとの卒後指導委員も

おりますし、ブロック担当の卒後指導委員というのも置いておりますし、各都道府県に

は顧問指導委員というのも置かせていただいて、本学とのつながりを常に持ちながら、

支援をさせていただくようになっておりますので、引き続き東京都の関係者と連携しな

がら、義務離脱、この言葉が適切かどうかわかりませんけれども、義務年限内に離脱が

ないように支援してまいりたいと考えております。  

 加えて、できれば出身都道府県、東京都内に定着していただけるように、さまざまな

支援を行ってまいりたいと考えておりますので、引き続き皆様方のご理解とご協力をよ

ろしくお願いいたします。  

 以上でございます。  

○古賀副会長  ありがとうございました。  

 多大な支援をいただいているわけですが、現場の意見として、檜原診療所の田原委員、

医師確保、医療の支援、そういったようなことで、これだけはぜひ入れてほしいという

ようなことがございますでしょうか。  

○田原委員 檜原診療所の田原です。とりあえず、今は常勤が私一人になっておりまして、

募集をかけてそろそろ２年になりますけれどなかなか来ないので、非常勤で埋めている

ような状態です。で、看護師が一人やめそうになっていて、放射線技師もそろそろやめ

ようという話になっていて、こうなると、かなり確保が大変になってくるんですけれど

も、島の話を聞いていると、もっと大変だなとは思いますが、ぜひ、常勤の医師が来る

ことを願ってはいます。いろいろ手だてはあるんですけれども、まだなかなか実らない
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というところですかね。  

 それ以外ですと、総合診療の専門医ということで、うちにも奥多摩の井上先生が中心

になってやっているのから話がきていまして、うちのほうもまぜてもらうようにしては

います。そうすると、専門医で地域に出たいといっても、島はどうかなという人は、こ

ちらにちょっと来てくれるかなと期待はしています。そんなものです。  

○古賀副会長  ありがとうございます。現場はなかなか大変だと思います。  

 広尾病院が、島しょ地域においては基幹病院になっていますが、都立病院をいろいろ

管轄している病院経営本部のほうで診療の支援とか人材派遣とか、その辺で何か、こう

いったことでさらに進めていきたいというようなご意見はございますでしょうか。  

○久野委員 都立・公社病院をあわせまして、これまでもシニアレジデントを中心に、へ

き地の医療、医師の確保ということで協力させていただいてきておりまして、先ほど新

専門医制度の話が出ましたけれども、私どもとしましても、来年度から一応スタートす

るという前提で、へき地の医療機関等をあわせて研修事業をつくりまして、何とか専門

医を確保して、引き続き協力をしていきたいというふうに考えております。  

 ただ、私どもの懸念といたしましては、始まってみないとわからないところはあるん

ですけれども、大学病院以外の私どものような病院に、どれぐらい新専門医制度がスタ

ートしたときに選んでいただけるかというような、ちょっと不安もございまして、そこ

は何とか確保しつつ、研修医をこれまでどおりへき地の医療機関のほうに派遣するよう

な形でご協力させていただければというふうには考えております。  

 あと、地域につきましては、今後、都立・公社病院でどういうふうにするかというの

は、やはり私どもとしても、一つ大きなテーマとしては考えておりまして、今後どうい

った形で、そういった地域の医療機関に貢献できるのかということは、引き続き検討は

させていただきたいというふうに考えているところでございます。  

 以上です。  

○古賀副会長  ありがとうございました。  

 私のほうから一つ、協力医療機関の皆様にちょっとお聞きしたいんですが、今、厚労

省で医療従事者の需給に関する検討会というのがあって、医師需給分科会、６月１５日

に開催されているんですが、その中に、地域のへき地医師偏在対策等で、幾つかの早急

に実行可能なと書いてあるんですけども、キャリア形成プログラム、これは新専門医制

度に関するものだと思うんですが、若手医師が結構へき地に興味をもっている、そうい

ったので、若手医師へのアプローチを積極的にしたらどうか。それから、医師の勤務負

担の軽減をやっていかないといけないだろうというようなところ、そこに今回の目標の

２のところにもあるんですけれども、画像電送システムがかなり使われていますが、い

わゆる最近はやりの遠隔医療という言葉について、そういったようなところで、支援医

療機関で何かお考えがあれば、お話をいただきたいなと思っているんですが、ほかの方々

でも構いません。  
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 私も常々島しょ関係の会議ではＰＲが足りないといって、若手医師、結構希望者もい

るんじゃないかというようなことも話してはいるんですけれども、いかがでしょうか。  

 山田委員、どうぞ。  

○山田委員 画像電送も非常に、島しょにいる医師にとっては非常にありがたいことで、

一番ありがたいのは、緊急対応じゃないですけれども、緊急に起こった患者さんの対応を

ＷＥＢ会議等を通じて相談できるというのが、特に研修医にとっては非常に心強いところ

で、基幹病院というか、例えば ER、救急のところに常時円滑につなぐことができて、症

例について相談しやすい環境があると非常にありがたいなと。それは、でも受けてくれる

ようなほうもスタンバっていないといけないので、でも複数で ER 的なことを運用されて

いる大きな病院であれば、何とかそういったことについて考えてくれる要素、そういった

ことが、全島というか、おおむね多くの島のところをサポートできるような格好になると、

非常にありがたいんじゃないかなと思っています。  

○古賀副会長  ありがとうございます。  

 ほかはいかがでしょうか。  

 一人診療所なんかは、特にそういった診療支援がしっかりしていれば、行く人もふえ

てくるのではないかというようなところもあると思うんですが、ほかにご意見ございま

せんでしょうか。  

 事務局、何かありますか。よろしいでしょうか。  

 では、今かなりいろんな意見をいただいたと思います。この辺も、また新たに少し検

討して、書き加えて、目標をさらに進めて行ければと思っていますので、よろしくお願

いいたします。  

 また、後で何かあればご意見をいただきたいと思います。  

 それでは、来年度からの医療計画に新しく盛り込んでいこうという二つの目標ですが、

まず、保健医療福祉の連携の推進というところでご意見をいただきたいと思います。  

 この保健医療福祉、高齢化が進んで、緊急で内地に運ばれて、内地で治療したが、や

はり島しょの患者さん、へき地もそうでしょうけれども、自分の住んで生活していたと

ころへ帰りたいと、帰ったはいいけれども、診療の継続、介護の継続ができない。こう

いった問題が、先ほどのアンケートの中に多く出て、その辺をさらに高齢化が進む中で、

進めていかなくてはいけないのではないかということで、施策目標の４というところで

挙げてあるわけですけれども、この目標の挙げ方、あるいはその内容、方向性、その辺

につきまして、何かご意見いただけないでしょうか。  

 これは、むしろ島しょで患者さんを受け入れるほうの問題になるかと思うんですが、

小笠原の佐々木委員、この辺について問題点、あるいはこうしてほしい、したらいかが

かと、そういったようなご意見がございましたらお願いしたいんですが。  

○佐々木委員  小笠原につきましては、やはり本土の病院を退院、転院して戻って来られ

るというときに、一人で戻ってくることは困難というのもあります。というのは、我々
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島のほうにアクセスがまだ２４時間もかかるという問題もありますし、その後、島に戻

ってからそれを協力してくれる家族がいるかいなかという問題、これが重要な課題にな

っております。  

 それに対しても、職員等が一応それなりに対応はしていくんですけれども、どうして

も限界があるということで、早々にすぐに帰ってこられないというパターンが多いのか

なというふうに考えています。  

 一応、島しょの基幹病院であります広尾病院さんほうで入院して退院した後に、一時

的に来られない場合は、ほかの島しょ協力病院のほうに一時預かっていただいて、少し

リハビリを兼ねて、それで島に戻ってくるという、そういうシステムを少しずつですけ

れども、今進めているところでございます。  

○古賀副会長  ありがとうございました。  

 神津島はいかがでしょうか。  

○土谷委員 神津島のほうも、都内に緊急入院された方とかというのも、戻るときは、ほ

ぼ、もうその後は行かないというような形が多くて、一般的に出られて、通院を何回も

繰り返すという方も多いんですけれども、それに対して、島では通院に関しての補助事

業、渡航費とか宿泊費とかも行っているんですが、都内に患者の家族とかがいれば対応

もいいんですけれども、なかなか一度戻ってきてまた行くというのも難しいので、先ほ

ど小笠原さんが言ってくださったように、リハビリの施設との関連、連携とかもシステ

ムの中に組み入れていただけたらと、私は思っています。そんなところですね。  

○古賀副会長  ありがとうございました。  

 八丈島は病院があって入院もできるんですが、それはそれなりにまた問題があると思

うんですが、村井先生、いかがでしょうか。  

○村井委員 うちは幸いなことに、島ですけど５２床もっておりますので、それでやっぱ

り困ると言ったんですよね。基幹病院からお帰りになった患者さんたちということで、

お一人の方というのが結構多いんです、島ですのでね。近所の人が面倒を見てくれるわ

けじゃないというので。２年計画を立てまして、去年、一昨年からなんですけれども、

包括ケア病床というのを４床、４床の８床、５２床のうち削ってそちらに変えて、今起

動を始めたところで１年半ぐらいですか、どうにか満床という形なんですけれども、や

はり縛りがございますので、包括ケア病床は。ですから、何カ月で帰っていただかなき

ゃいかんというのを、帰れないという、一人の場合というので、老人ホームのほうで、

特老のほうでお預かりになって、またどうしても面倒を見なきゃいかん方なんかは、す

ぐに戻っていただいてというのを、繰り返しているのが現状なんですが、できましたら、

これからの医療というのは、どうしても老人医療がふえてくるのが現状。島も論外じゃ

ございませんので、５２床が、ならないとは思いますけど、半分ぐらいは包括ケア病床

というのを、将来的には目指すというのが現状なんです。  

 あとは、医師の確保、それから看護師さん確保は、もう言わんがごとくなんです。毎
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日、そのために８割ぐらい気を使っていて、２割ぐらいの診療しかできていないのが僕

らの現状なんですけれども、皆様のご支援をいただきたいんですけど、今はもう本当に

日本医大、日本医大が中心で、あそこに蹴飛ばされると、うちの島は干上がってしまう

というような病院なんですけども、ちょっと蹴飛ばしが入っておりますので、それぞれ

の科が人員だんだん減っております。この際、ちょうど目の前に東京医科大学の先生方、

順天堂の先生方が見えておりますので、ぜひお声をうちのほうからかけたときに、そっ

ぽを向かないでお話だけでも聞いていただければと思いますので、この場をかりてちょ

っとお願いいたします。これは余計な話なんですけども、お願いいたします。  

 以上です。  

○古賀副会長  ありがとうございました。また、医療人材確保の点とも関係してくるとい

うようなところでございましたが。  

 また、田原委員、地続きですけれども、それはそれで多摩の奥ということで問題が多

いと思うんですが。  

○田原委員 檜原は地続きですし、うちだと、診療所とすぐ隣に保健師がいて、あと村内

に民間床の老人ホームがあるんですけども、そこにケアマネがいて、その辺から結構情

報が入ってくる。で、誰それさんが入院してこういう状態ですというようなことをみん

なつかんでいて、直接持ってきてくれるので、その辺は島と違って地続きという利点も

あります。  

 ただ、帰ってきたときにどうするかというのは、まず、へき地であって介護サービス

が少ない。独居も多い。老老介護にも当然ぐらいの感じです。そうなると、中間でちょ

っと受け皿になる老健とか、そういうところを経由してくるか、それともそのままホー

ムに行ってしまうか、なかなか在宅に戻れないことのほうが、このごろは多くなってい

ます。そんなところです。  

○古賀副会長  ありがとうございました。  

 医療福祉は、ハード、ソフト面がある程度整っていれば、それはそれなりに回るのか

なというような気がいたしますけれども、この辺、また広尾病院の基幹病院に戻ります

けれども、本部のほうで、保健医療、今話をしていた、江川先生でもよろしいですか。

何か対策が立てられているのか、立てていくのか、ご意見がございましたら。  

○江川委員 ご存じのように、広尾病院は急性期病院ですので、現在のところ、回復期と

いうことについては患者さんを受けているわけではないのですが、６、７年後に建て直

すということがあって、それに向かっての基本構想検討委員会というのがあります。そ

の中で今議論になっているのは、地域の方々、島しょを含めてということになると思う

のですけども、地域貢献の病床あるいは病棟も持とうというような話が出ております。  

 そうした中、さらにまた急性期のリハビリの強化というものを考えていこうというよ

うな話がありますので、ポストアキュートの形になって、ある程度回復期という患者さ

んも預かることができるようになるだろうと思います。  
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 ただ、運用に関してどういう形になるかは、ちょっとまだはっきりしないという点と、

６、７年先の話になりますので、この保健医療計画にちょっと間に合うか間に合わない

かということだと思います。ただ、それに向かっていくという上で、広尾病院も、やは

りそういった患者さんの受け皿という意味で、今から少し考えていかないといけないと

は思っております。  

 今言えるのはそういうところです。  

○古賀副会長  ありがとうございます。  

 都立病院は広尾病院だけではないんですけれども、ほかの都立病院も含めて、経営本

部のほうは、何か追加はございますか。よろしいでしょうかね。  

 広尾病院を中心にいろいろ、保健関係、介護との連携、そういったものを今後進めて

いかねばならぬというようなところで、お話もあると思いますけれども、保健医療とい

えば保健所関係なんですが、島しょの保健所として、小林委員、何かお話はございます

でしょうか。  

○小林委員 島しょ保健所の小林でございます。  

 では、２点ほど。一つ目が、今日、このまさに目標のテーマであります保健医療福祉

の連携ということで言いますと、医療に関しましては、町村の委員からありましたよう

に、足りないと言いつつ、協力病院の非常に多大なるご協力によりまして、それなりに

医師に関しては充足してきているのかなという印象をもっております。  

 一方で、田原委員からもありましたパラメディ、コメディカル、また保健と福祉の分

野、今日参考資料８で配られました地域医療従事者確保事業においての町村のアンケー

トにおきましても、介護福祉士であるとか栄養士であるとか、そういったところまで職

種を拡大してほしいという、町村からの、まさに保健福祉分野での人材不足という切実

な思いというのを、耳にするところでございます。  

 二つ目としまして、私は島しょなので９町村をちょっと見て回らせていただいている

んですが、やはりその島によってそれぞれ特性、違うなと。例えば、人口構成であって

も、高齢化が進んでいるところ、一方で逆にちょっと若い人がふえているようなところ、

その若い人がふえているのはいいのかというと、他の側面としては、高齢ではもうその

島には住めないというようなちょっと悲しい側面もあるのかな思うのですけど、こうい

う人口構成。  

 また、土地も、平たいところ、アップタウンの大きいところ、なかなか我々も現状は

島民に運動をしましょうといっても、私は仕事で行って、普通に歩くのですらつらい山

道、アップダウンですからそこで運動しろというのも無理だよなというのも、率直な意

見としてありますし、そういうふうに、島それぞれの特性に合わせた健康、保健という

のを考えていく必要があるだろうというふうに、今思っているとこがございます。  

 以上です。  

○古賀副会長  ありがとうございました。  
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 いろいろ委員からお話を聞きましたが、ほかに何か追加等ございますでしょうか。  

○石館会長 今、保健医療福祉の連携の推進というペーパーのところでの議論をしている

わけなんですが、一口に言って、非常に広尾病院に対する期待が大きいというふうに思

うんですね。特に、今後の方向性というところにありますような、島しょ患者の本土医

療機関からの連携の移行、そして本土医療機関から島しょへの退院支援の検討、上の表

を見ても、アンケートの中でも、広尾病院への退院支援に関する要望、島しょへの医療

介護レベルに応じた入院期間をというように、それらの３分の２の割合で要望がありま

す。 

 こういう要望を受けて、広尾病院が今後改築等の問題もあるようなんですが、そうい

う中でどのようにこの要望に答えていくのかというものがないと、ただ絵に描いた餅の

ようになっては困るのです。その辺のことを、言葉は悪いけど、心配をしているんです。

実際にきちんと担保していただきたい。  

 例えば、介護レべルに応じという期間を、これに答えるとすると、やはり入院期間の

延長ということも出てくる。ベッド数の確保ということにもかかわってきますので、ベ

ッド数のレベルまでをはっきりさせていくことが必要ではないかなと、そんなふうにも

思っていますので、具体的な計画をもっていただかないと、この連携の推進があんまり

進まないということを心配しております。ちょっと余計なことですけれど、そういう心

配を述べました。  

○古賀副会長  ありがとうございました。  

 はい、江川先生、お願いします。  

○江川委員 ただいまの懸念についてなのですけれど、広尾病院も、先ほどお話をしたよ

うに、地域に向かって変わっていくところなのだと思います。ただ、今急性期の病院を

張っているということは、重症度、医療・看護の必要度というものの維持というのがあ

りますので、その中でどのくらいの患者さんを受けられるか。要するに回復期の患者さ

んを受けられるかということにもかかわってくるところもあるのですね。  

 ちょっと、今私の頭の中に資料がないのではっきり言えないのですけれども、島民の

方が大体広尾病院入院患者の２割ぐらいで、その中で、回復期等が必要になってくる方

は、さらに少なくなると思いますので、現状でもある程度そういった患者さんを抱えて

いくということは可能です。さらに、島のほうの意向によってということになりますと、

ちょっといろいろと検討することが出てくると思いますけれども、我々の気持ちとして

は、できるだけ島民の方の意向に沿って、できるだけ切れ目のないような形で進めてい

きたいとは思っています。  

 将来的にというのは、先ほど言ったとおりですが、その前の段階の中でも少しずつで

もそういった立場をとっていきたいというふうには思っています。  

○古賀副会長  ありがとうございます。  

 改修計画等の議事録を見ましても、そういったようなことがちょっと書かれているよ
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うな記憶がございますけども、会長の貴重な意見ですので、よろしくお願いしたいと思

います。  

 事務局、何か。  

○事務局（八木）  こちら、島しょ町村のアンケートの結果であるんですけれども、これ

全て広尾病院のほうだけでこのニーズに答えてくれというのは、なかなか難しいところ

がございます。この地域医療構想を含めて地域包括ケアということで、各町村のほうで

も介護資源の確保等に努めていただくというようなこと、また、福祉保健局としまして

も、広尾病院のほうと相談しまして何らか、広尾病院だけで担う話ではないと思ってい

ますので、また検討していきたいと考えております。  

 この絵に描いた餅にならないようにという会長のご意見を踏まえて、今後、検討して

いきたいと思います。島しょの町村の方々にもいろいろご協力いただければというふう

に思います。  

 以上です。  

○古賀副会長  よろしくお願いいたします。  

 ほかにご意見ございませんでしょうか。  

（なし）  

○古賀副会長  こうなると、目標の３あたりは、医療支援だけではなくて、医療福祉介護

の支援というようなことになってくるのかもしれませんが。この施策目標の４の保健医

療福祉の連携の推進というところにつきましては、今いただいたご意見をいろいろまた

練って、修正、加筆させていただきたいと思います。  

 それでは、時間も残り少なくなりましたので、施策目標の５、災害時における医療提

供体制整備の支援に移っていきたいと思います。  

 これについても、現状、課題、目指す方向性が出ておりますが、いろんなご意見をい

ただきたいと思います。 

 災害時、島しょ・へき地の支援をどうしていくか。何か、この災害支援ということで

ご意見ございますでしょうか。  

 島しょ関係の会議だと、いろいろ災害のことは離れられないというようなところにな

ってくると思うんですが、どうでしょう。これは、また現場の意見をまずお聞きしまし

ょうか。  

 小笠原の佐々木委員、どうでしょう。 

○佐々木委員  災害時に関する対応はどうできるのかというところなんですね。まず、今

想定されている災害の中では、東南海沖の地震ということで言われていますが、これ小

笠原も当然被害というものもあります。それ以前に、小笠原だけじゃなくて伊豆諸島の

島、もしかしたら都内とか、じかに被害が来るかなと。  

 果たして、そのときに、一番遠い小笠原、本当に応援があるのかなということが、す

ごく心配です。きっと見捨てられるんじゃないかみたいな、そんな感じがどうしても拭
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えないなというふうに思っております。それに対して、本当に平等に対応ができるよう

な計画ができるのかなというのが、すごく不安といいますか、どれだけ期待ができるの

かなというのが、ちょっとそういう不安があるところが現状だと思います。  

○古賀副会長  ありがとうございました。  

 土谷委員、どうでしょう。  

○土谷委員 神津島も南海トラフの地震で、最大値が２５メートル、２８メートルの津波

が押し寄せるだろうと言われております。新島に至っては３０メートルというふうな村

の３分の１が消失するような構想も出ていますけれども、それよりも、僕が心配するの

は、例えば東京直下型とか、要するに都内での災害があったときに、こういう物資とか

は多分とまると思うんです、地方のほうには、伊豆諸島のほうには。そういうのも心配

であるなというふうに感じるんですが、先ほど小笠原さんが言ったとおり、全て、そう

いうのが起きると一村だけじゃないと思うんです。大島から新島、神津島、小笠原も含

めて、そうしたときには、東京都からの支援とか物資の支援、医療の支援とかが、同じ

ようにやってくださるのかどうなのかというのが、心配と考えております。  

○古賀副会長  八丈島は、この秋に東京都の総合防災訓練を一緒にやると思うのですが、

何かございましたら。  

○村井委員 八丈島です。まず、災害という大きなくくりになっていますけど、台風もあ

れば、うちは多分大丈夫なんですけれども、大島さんであったり三宅島さんの火山とい

うものもございますし、それから地震というのは津波がございます。いろいろな大きく

縛れば、台風と火山ではもう対処の方法は全く違うと思うんですね。ですから、大きく

は縛れないと思いますけど、どの島の方も言われているように、都内も２３区もやられ

てという地震であったりした場合に、真っ先に島にヘリを飛ばし助けてくれるんでしょ

うかというご意見がさっきから、助けてくれません、多分。というか、それが常識だと

思います。１５０万人を殺して、８，０００人を助けようかというお考えは、多分都に

はないと思います。まず、率からいってそちらを優先するのが、人道的にも普通だと思

うんです。  

 ですから、日ごろからやることなんですけど、公助というものを求めるんじゃなくて、

自助、やっても共助までです。自分たちの島は自分たちで守るというようなことで、で

きたら東京都に支援をしていただきたい。ここに、いろいろ書いてありましたけど、下

から３番目ぐらいかな、発電なんて書いていますけれども、まずサイクルで一番必要な

のは水で、今の医療は、電気がなかったらまずちょっと非常に困る事態になっておりま

す。以前みたいに聴診器一つでという時代じゃございませんので、発電というか電気の

確保ですね。水のほうは、いざとなりますと島、うちのほうは意外と自然水がございま

すので、その清潔・不清潔は別にしますと確保はできると思いますので、空気がござい

ますしね。そうすると、どうしても最初に電気関係からちょっと公助をいただいて、い

ざとなったときは自分のところで、何年もというのは困るんですけども、一月ぐらいは
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とか、１週間ぐらいは、まず２３区が落ちつきましたら、必ずそちらを支援しますから

というあたりまでは、保てるような島にしていかなければいけないんじゃないかなと、

現在思っております。  

 以上です。  

○古賀副会長  ありがとうございます。  

 同じ八丈の町長の山下さん、何かご意見ございますでしょうか。  

○山下町長 今、院長がいろいろ申し上げましたけども、一応ここは東京都の会議ですの

で、東京都さんの支援を一番いただきたいわけですけども。先ほど小笠原さんがありま

したけれども、あの東北の震災のときも、東京は無事だったんですけど、八丈の物資が

なくなるんですよね。おもしろい現象でしてね。東京の自分たちの家族へ八丈からトイ

レットペーパーを送ったり、そういう現象が起きました。そういう中で、本当に東京に

災害があるとなかなか大変だと思った。  

 やっぱり、院長が言いましたように、油は震災のときも電力が危なくなりました。今

年、しけが続きましてタンカーが来なくて、１週間分ぐらいの燃料しかなくなったとい

う経過もありますので、そういう部分で、備蓄の部分である程度支援していただければ、

東京に大災害があればなかなかあれですけれども、島しょから逆に支援するような部分

でもできるんじゃないかなと思いますので、ぜひそういう部分もよろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。  

○古賀副会長  ありがとうございます。  

 陸の孤島になるかもしれない檜原村で、何か災害があったときにはということで、今

問題になっていることはございますでしょうか。  

○田原委員 檜原は、一応、西多摩医療圏ということになっていますけれども、地震が起

きたとして、７２時間は檜原と奥多摩は自分でやってくださいと、もう完全に自助しか

ないという状態になっています。ただ、檜原・奥多摩だと、多摩直下型でもそこまでの

被害はないだろうということで、人員的にも今の備蓄の程度でも何とかなるだろう。  

 問題は、その職員が来られるかどうかで、ほとんどが村外にいるんで、多摩直下だと

職員自体が被災する可能性が大きいというのもあります。というところで。  

○古賀副会長  ありがとうございます。  

 同じへき地といっても、内地と島では随分状況が違うのかなというところがございま

して、私も何かの会議のときに話をしたんですけども、やっぱり島は、まずは自分のと

ころ、島の町村で何とかしないといけないだろうと。その何とかしなきゃならないとこ

ろに、いかに東京都が支援をしていくかというところになってくると思うので、もう皆

さんの意見に出ましたように、東京都が全てやってくれるだろうというのはなかなか難

しいところもあるので、各町村に頑張っていただかなくちゃいけないところもあります

が、やはり東京都の支援は大事なというようなところで、その辺は上手に書き込んでい
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ければと思います。  

 福祉保健関係では、保健所も災害に関していろいろ対策を練っていらっしゃると思い

ますが、小林委員、何かございましたら、時間も余りないんですが。  

○小林委員 島しょ保健所におきましては、たしか平成２５年に災害マニュアル、保健所

のマニュアルをつくりまして、各町村に対しまして、それを平成２５年にご紹介したと

ころでございます。  

 その中で、先ほど村井委員もおっしゃった災害の種類、地震、津波、土砂災害、噴火

だったか、その四つぐらいそれぞれ考えておりますが、そうは言っても、まずは自分た

ちが生きて災害を乗り越えられてからの支援という形に、島では考えざるを得ないだろ

うというふうに思っております。  以上です。 

○古賀副会長  ありがとうございました。  

 各島いろいろ対策は立てていると思いますが、また、意見を聞きまして、内容を修正・

加筆して、今後の方向性等を決めていかれればと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。  

 全体を通して何かございますでしょうか。一応これで今日のメインの議論は終わりに

なるかと思うんですが、これだけは言っておきたいというようなことはございますでし

ょうか。 

 会長、何かありますか。  

○石館会長 いや、特にないです。  

○古賀副会長  よろしいでしょうか。  

 それでは、１２ページ、目標とすべき将来像の提示というところ、それから、目標の

設定、そういったようなところについて意見が出尽くしたと思いますので、会議の冒頭

にお話ししたように、こういった意見を東京都の保健医療計画改定部会に持っていくと

いうようなところで、ご了解いただけますでしょうか。  

（了解）  

○古賀副会長  それでは、今後の流れについて、事務局のほうからご説明いただけますで

しょうか。  

○事務局（八木）  先生方、貴重なご意見ありがとうございました。  

 先ほど古賀副会長からお話がございましたとおり、８月１０日になりますが、東京都

保健医療計画の改定部会が開催されますので、石館会長と古賀副会長にご出席いただき、

本日の会議で出していただいたご意見をもとに、ご説明をいただきたいと考えておりま

す。 

 また、本日のご意見を踏まえまして、今後の方向性、目指すべき将来像につきまして

は、会長と副会長と相談の上、本日の資料の内容に修正を加えて、改定部会のほうに図

っていきたいと考えております。  

 よろしくお願いいたします。  
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○古賀副会長  ありがとうございました。  

 今、事務局から説明がございました、このへき地医療の東京都保健医療計画の策定に

つきましては、皆様のご意見も反映させながら、今後の変更等につきましては、会長、

私、副会長に一任させていただくということで、よろしいでしょうか。  

（了解）  

○古賀副会長  ありがとうございます。  

 それでは、私の進行役、これで終わりにして、会長にマイクを戻したいと思います。  

○石館会長 古賀先生、ありがとうございました。  

 本日は、長時間にわたりまして、へき地医療にかかわる新たな東京都保健医療計画の

改定についてご協議をいただきまして、まことにありがとうございました。  

 これまでの取り組みの成果、また、引き続き生じる新たな課題などにつきまして、ま

さに現場に即してのご意見を頂戴できたというふうに思っております。今後取り組むべ

き方向がより具体的に見えてきたかなというふうに思っております。  

 今、事務局からお話がありましたように、８月に行われます改定部会には、古賀副会

長さんとともに出席いたしまして、本日いただきました意見を伝えてまいりたいと思っ

ております。  

 また、この秋には保健医療計画推進協議会の幹事会もありまして、その場で古賀副会

長さんともども私ども二人が各町村にお尋ねをする機会がありますので、そこでも話題

としてフォローする機会があるかなというふうにも思っております。  

 特に、東京都におかれましては、この保健医療計画の改定というのは、非常に重要な

作業でありますので、本日委員の方々から頂戴した意見が反映された形で取りまとめて

いただくよう、期待しているところでございます。  

 私からは以上でございます。  

 最後に、事務局から何か連絡事項がございますか。  

○事務局（八木）  特にございません。  

○石館会長 それでは、以上をもちまして、平成２９年度第１回東京都へき地医療対策協

議会を終了させていただきます。  ご協力ありがとうございました。  

（午後５時５９分  閉会）  

 


